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令和７年度 三田市総合文化センター 事業計画書 

 

３年間の指定管理期間の３年目となる令和７年度は、引き続き運営水準や利用者サービスの

さらなる向上を図るとともに、安全で適切な施設管理、施設運営を通じた地域文化振興への貢

献など、指定管理業務の一層の質的向上を実現してまいります。また、指定管理業務における

施設管理運営のビジョンおよび３つの基本方針に沿った管理運営を実行するとともに、目標達

成に向けた取り組みを推進してまいります。 

 

■施設管理運営のビジョン 

三田らしい文化芸術を市民とともに創造し、三田市のみならず広域圏（阪神・丹有地域）

の文化活動拠点施設として、あらゆる市民がいつでも集い、多くの人々に感動を与え、賑

わいのある施設を目指します。また、 地域に開かれた劇場として、文化芸術を通じた人々

の個性ある活動と交流を促進し、次世代につなぎます。 

 

●管理運営３つの基本方針 

・多彩な文化芸術事業の提供と次代の地域文化を支える人材の育成 

市民誰もが多彩で魅力ある三田らしい文化芸術に触れる機会を提供するとともに、子

ども、青少年を中心に次代の地域文化を支える人材の育成に取り組みます。 

・すべての人にやさしく、誰もが参加できる事業運営と施設サービスの提供 

年齢や障害の有無、性別や国籍に関わらず、誰もが文化芸術を通じた社会参加や施設

を利用できる機会と環境を提供することで、共生社会への役割を果たします。 

・エリアマネジメントの視点に立った持続可能な運営と地域活性化への貢献 

事業者のもつ高い専門性を発揮し、安全で快適な施設管理を実現するとともに、エリ

アマネジメントの視点で持続可能な運営と地域活性化への取り組みを推進します。 

 

○文化振興事業の運営について 

文化振興事業の実施にあたっては、「文化芸術基本法」「劇場法」「障害者による文化芸術活動

の推進に関する法律」等関連法令はじめ、市第５次総合計画や市文化芸術ビジョン等の上位計

画の考え方や設置目的を十分に理解し、政策との整合を図ります。 

市文化芸術ビジョンの基本テーマ『ともに「する・みる・ささえる・つたえる」～日常に文

化がある、まちづくり～』や、5 つの柱『Ⅴ 郷の音ホールの役割 ～郷の音ホールを活かすた

めに』を推進するため、「鑑賞事業」「親子鑑賞・参加型事業」「青少年芸術鑑賞事業」「情報発

信事業」「ボランティア育成・ホール活性化事業」の５つの事業区分に対する取り組みを進めて

まいります。 

 

○サービス満足度、付加価値向上について 

利用者アンケートのみならず、市民・ホールご利用者意見交換会（さとのねラウンドテーブ

ル）の実施、市民団体やボランティアグループとの情報交換を通じ、利用者ニーズを把握し、

文化振興事業の充実と利用者満足度の向上を図ります。接遇に関しては、ホスピタリティの向
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上のため、スタッフ教育を実施してまいります。また、ホールの運営を通じたＳＤＧｓの取り

組みにも積極的に参画し、地域社会の一員としての責任を果たします。さらに、利用者の利便

性の向上を図るためキャッシュレス決済を導入・運用いたします。 

 

○事業収支、経営面について 

共催型事業の誘致や、公演費等の経費節減、助成金の獲得による収支コントロールを行い、健

全で適正な事業収支バランスを実現します。  

施設管理運営面でも引き続きこれまでのノウハウを活用し、管理経費の削減や環境負荷の低減

など効率的で効果的な施設管理とともに、経年劣化等による施設や備品の状態を正確に把握し、

安全で適切な施設管理業務を継続してまいります。 

 

○施設の安全管理等について 

経年劣化に伴い増加傾向にある修繕案件については、安全にかかわる案件を最優先に迅速な対

応に努め、安心して利用できる施設を維持いたします。さらに高齢者や障がい者などあらゆる

市民・利用者にとって安全でやさしい施設利用となるようノーマライゼーションへの取り組み

を進めてまいります。 

 

１．文化振興事業に関する業務（実施予定事業は別紙参照） 

（１）市が指定する事業の企画・実施 

  ①三田市民文化祭 

   本施設を主会場とした「舞台発表」「作品展示」の開催のほか、文化祭に関連するワー 

クショップや文化芸術体験の提供をいたします。 

 

②三田市美術展 

絵画、彫刻・工芸、書、写真の４部門で構成し、すぐれた作品を地域で評価すること 

で、文化活動の活性化につなげます。 

 

③シティ･フレッシュコンサート 

三田市の音楽文化創造と音楽活動にかかわる人材の交流の機会として、三田市にゆか 

りのある、または三田市近郊で活動する新人音楽家によるコンサートを開催します。 

 

（２）通年事業の企画・実施 

   ①鑑賞事業 

ジャンルや顧客志向、年齢層などに偏りがなく、多くの市民に魅力的で幅広いジャン 

ルの優れた舞台芸術鑑賞機会を提供します。 

実施予定ジャンル： クラシック、伝統芸能、舞踊、演芸、映画、その他 

 

  ②親子鑑賞・参加型事業 

ホール利用者層の拡大を図るべく幼児～小学生の子をもつ子育て世代をターゲットに 
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捉え、子どもたちが文化芸術に触れる機会を通じて知的好奇心を育む機会となる事業

を企画します。 

 

  ③青少年芸術鑑賞事業 

   質の高い文化芸術の機会提供を通じて、興味関心を喚起し文化芸術を楽しむことので

きる鑑賞者の育成に寄与するとともに、次代の地域文化を担う若い世代の市民による

三田らしい文化芸術活動を支援します。 

 

④情報発信事業 

情報紙やチラシなどの紙媒体での情報発信と SNS の特性を生かした広報活動を展開

します。また、地域フリーペーパーや WEB メディアを活用し、より多くの市民への

情報提供に努めます。 

 

   ⑤ボランティア育成・ホール活性化事業 

市民とともに郷の音ホールの付加価値創造を図るため、運営を支えるボランティア育

成の取り組みを継続し、地域芸術文化を支える市民の育成を目指します。 

また、市民・ホールご利用者との意見交換会や公募事業を通じてホールの利用促進や

活性化を具現化していきます。 

 

２．施設の管理運営に関する業務 

（１）施設の運営に関する基準 

  ① 開館時間・休館日 

ア）開館時間・受付時間：午前９時～午後１０時（※勤務体制・シフトは別図参照） 

イ）休館日：毎週水曜日（ただし祝日と重なった場合は翌日以降の最初の平日） 

 

  ② 施設提供（貸館）の運営 

  ア）利用申込みの受付・承認等 

  イ）利用料金の収受 

  ウ）施設利用に必要な情報提供及び利用者の支援 

  エ）舞台操作等 

  オ）会議室、練習室等の備品設置に関する業務 

  カ）その他の業務 

 

  ③ 利用促進及び利用者サービスの向上 

ア）施設の利用促進に対する取り組み 

  イ）新規利用者獲得への取り組み 

  ウ）サービスの向上 

  エ）利用者アンケートの実施及び自己評価 

  オ）文化情報コーナーの活性化 
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  カ）館内喫茶コーナーの管理運営 

  キ）１階及び２階ギャラリーの有効活用 

  ク）その他 

 

（２）施設及び設備の維持管理に関する基準 

  ①業務内容 

令和４年８月付け「施設及び設備の維持管理基準書」を基準に業務を行います。 

ア）建築物保守管理業務 

イ）建築設備保守管理業務（定期点検・保守及び運転監視・日常点検・保守） 

ウ）舞台機構、舞台設備保守管理業務 

エ）清掃業務 

オ）駐車管制設備の保守管理及び利用料金の徴収 

カ）備品・消耗品の保守管理 

キ）環境衛生管理業務 

ク）工事及び修繕等業務 

ケ）植栽管理業務 

コ）保安警備業務 

サ）その他点検業務 

（３）施設の組織に関する基準 

  ①人員配置 

組織図の通り 

 

３．その他業務 

（１）経理業務 

  ①会計業務 

  ②管理口座の管理 

 

（２）予算執行 

  ①予算の執行 

②第三者委託先管理 

 

（３）事業報告書の作成 

  ①業務日報 

  ②業務月報 

  ③四半期報告書 

  ④年度末事業報告書 

 

（４）法令等の遵守 
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（５）個人情報の保護 

 

（６）情報公開への積極的取組 

 

（７）内部統制の構築 

 

（８）危機管理体制の整備 

  ①緊急時対策、防犯、防災対策等の各種マニュアル作成と訓練・研修 

  ②防火責任者の選任と防火、防災への取り組み 

  ③緊急連絡体制の整備 

  ④事故・クレームへの迅速な対応と、市への報告 

  ⑤救命講習（ＡＥＤ講習）を終了した職員の配置 

  ⑥指定管理特約付の損害賠償保険への加入 

 

（９）関係機関との連絡調整 

 

（１０）文化活動による共生社会の推進 

 

（１１）市事業への協力・社会貢献等 

  ①市及び教育委員会が主催・共催する各種イベント、調査照会、啓発活動、他市からの視察

対応、会場使用等への協力・支援 

  ②省エネルギー、省資源化への取り組み協力 

  ③地域との積極的な関わりや良好な関係の維持 

 

（１２）指定管理期間終了にあたっての引き継ぎ業務 

  ①指定期間終了時の誠実かつ適正な引継ぎ 

  ②提供サービス内容の引継ぎ 

 

（１３）事業の継続が困難となった場合の対応 

 

（１４）その他業務 
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令和７年度文化振興事業実施予定一覧 

 

（１）市が指定する事業 

 

（２）自主事業 

事 業 名（仮題） 開催月 会場 備考 

第 36回 シティ･フレッシュコンサート ４月 小Ｈ  

第 58回 三田市民文化祭 １１月 全館  

第 46回 三田市美術展 ２月 全館  

阪神青い鳥学級 三田教室（文化鑑賞会） 調整中 調整中  

事 業 名（仮題） 開催月 会場 備考 

①鑑賞事業 

オペラハイライトコンサート ４月 小Ｈ  

音楽でおでかけミュージアム ６月 小Ｈ  

さとのねシネマ（２回上映） ７月 小Ｈ  

レジデンシャルアーティストスペシャルコンサート ８月 小Ｈ  

第十五回 さとのね寄席 ９月 小Ｈ  

よしもとお笑いライブ in 三田（共催／２回公演） １１月 大Ｈ  

石見神楽 １２月 大Ｈ  

SATONONEニューイヤーコンサート 2026 １月 小Ｈ  

中野慶理ピアノリサイタル ３月 大Ｈ  

SATONONEランチタイム･コンサート 調整中 ＡＳ  

ポップスコンサート 調整中 調整中  

②親子鑑賞・参加型事業 

キッズチャレンジコンサート（ワークショップあり） ５～１０月 ＡＳ  

郷の音ホールでスタインウェイを弾いてみよう ７・１２月 小Ｈ  

夏休みバックステージツアー さとのね探検隊 ８月 大Ｈ舞  

アートワークショップ ８月 展示室  

人形劇団クラルテ「パンどろぼう」 ９月 大Ｈ 助成申請中 

さんだまち博 １０月 館外  

音楽ワークショップ「わくわくフルート初たいけん！」 １～３月 大Ｈ舞  

キッズシアター①人形劇（２回公演） 調整中 大Ｈ舞  

③青少年芸術鑑賞事業 

第７期 レジデンシャルアーティストオーディション ４月 小Ｈ  

国際ジュニア合唱祭（共催 ） ８月 小Ｈ  
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ふれあい文化の祭典（吟剣詩舞） １０月 大Ｈ  

アウトリーチ学校訪問コンサート（２０回） １１･１２月 ―  

三田市内高校生企画（探究発表会） １月 大Ｈ他  

第 44回 吹奏楽フェスティバル（共催） ３月 大Ｈ  

アウトリーチ研修会（２回） 調整中 調整中  

④ボランティア育成・ホール活性化事業 

いけばなコーナー･ミニギャラリー･市民ギャラリー 通年 １階  

フロントスタッフ「さとのねサポーター」 随時 －  

郷の音ホール イラストコンテスト １月 市民Ｇ   

美術展運営スタッフ「カルチャーサポーター」 １月 全館  

市民ホールご利用者意見交換会 

さとのねラウンドテーブル 
未定 ＷＢ  

⑤情報発信事業 

施設情報紙「Sato-Net」作成･発行 季刊 － 年４回発行 

ホームページ・ＳＮＳによる情報発信 随時 －  

Youtube 動画代行配信サービス 随時 －  

アーティストバンク運営 随時 －  
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三田市総合文化センター 運営・維持管理業務 組織図 

 

 


